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浦添市放課後児童健全育成施設指定管理者募集要項 

 

1 公募の目的 

浦添市が設置する放課後児童健全育成施設の管理について、効率的な施 

設の運営及び、公平性や客観性、透明性を図るため、地方自治法（昭和 

22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項及び浦添市放課後児童健全育成施 

設の設置に関する条例第５条の規定に基づき、指定管理者を募集します。 

 

２ 施設の概要 

  以下の各施設について、それぞれ指定管理者を募集します。 

(1)  浦添放課後児童健全育成施設①  

    所  在  地：浦添市仲間２丁目 42 番３号 1 階  

    施設面積：119.64 ㎡  

建物構造：鉄筋コンクリート造  

施設内容：クラブ室、静養室、キッチン他  

    定員数：45 名  

 

(2)  浦添放課後児童健全育成施設②  

    所  在  地：浦添市仲間２丁目 42 番３号 ２階  

敷地面積：107.40 ㎡   

建物構造：鉄筋コンクリート造  

施設内容：クラブ室、静養室、キッチン他 

    定員数：45 名  

 

（3）  浦添放課後児童健全育成施設（浦添市立うらそえぐすく児童センター２

階）                                 

    所  在  地：浦添市仲間２丁目 47 番５号  

施設面積：97.50 ㎡ 

建物構造：鉄筋コンクリート造  

施設内容：クラブ室、静養室、キッチン他  

    定員数：40 名  
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（4）  前田放課後児童健全育成施設①  

   所  在  地：浦添市字前田 349 番地 １階  

   施設面積：98.73 ㎡  

建物構造：軽量鉄骨造  

施設内容：クラブ室、静養室、キッチン他  

     定  員  数：45 名  

 

（5）  前田放課後児童健全育成施設②  

   所  在  地：浦添市前田 349 番地 ２階  

敷地面積：98.73 ㎡   

建物構造：軽量鉄骨造  

施設内容：クラブ室、静養室、キッチン他  

 定  員  数：45 名  

 

（6）  浦城放課後児童健全育成施設  

 所  在  地：浦添市伊祖 2 丁目 13 番 1 号（2 階）クラブ室１  

   施設面積：96.56 ㎡  

建物構造：鉄筋コンクリート造  

施設内容：クラブ室、静養室、キッチン他  

    定  員  数：38 名  

 

（7）  浦城放課後児童健全育成施設（浦添市立浦城っ子児童センター２階）                                 

   所 在 地：浦添市伊祖 2 丁目 13 番 2 号（2 階）  

施設面積：106.19 ㎡ 

建物構造：鉄筋コンクリート造  

施設内容：クラブ室、静養室、キッチン他    

定  員  数：35 名  

 

３ 指定管理者が行う業務 

１ 浦添市放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例第４条 

に規定する事業に関する業務 

２ 施設の入所の決定に関する業務 

３ 施設の保育料等の徴収に関する業務 
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４ 施設の維持管理に関する業務 

５ 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務で市長が必要と 

    認める業務 

 

４ 指定期間 

令和８年４月１日から令和 13 年３月 31 日（５年間） 

 

５ 指定管理料 

  指定管理候補者が申請の際に掲示した金額等をもとに、予算の範囲内で  

 単年度毎に協定の締結により定めます。指定期間における指定管理料上限  

予定額は下記の通りとします。  

浦添放課後児童健全育成施設①  97,201,000 円  

浦添放課後児童健全育成施設②  97,201,000 円  

浦添放課後児童健全育成施設  

（浦添市立うらそえぐすく児童センター２階）  
97,201,000 円  

前田放課後児童健全育成施設①  97,201,000 円  

前田放課後児童健全育成施設②  97,201,000 円  

浦城放課後児童健全育成施設  97,050,000 円  

浦城放課後児童健全育成施設  

（浦添市立浦城っ子児童センター２階）  
97,201,000 円  

        ※浦添市放課後児童健全育成事業補助金交付規程により算定した額  

６ 応募資格 

１  応募時点において、浦添市内で、児童福祉法第６条の３第２項及び浦添 

市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に

基づく放課後児童健全育成事業の運営実績が３年以上有する法人。 

 

７ 欠格事項 

次のいずれかに該当する場合は、応募できません。 

(1) 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当するもの。 

(2) 団体又は代表者が租税公課を滞納しているもの。 

(3) 会社更生法、民事再生法等により更生または再生手続きを開始している  

 もの。 

(4) 代表者、役員又はその使用人が刑法第 96 条の３又は第 198 条に違反す 
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る容疑があったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴 

を提起された日から２年を経過しないもの。  

(5) 団体又は代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第 

３条又は第８条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関 

係機関に認定された日から２年を経過しないもの。  

(6) 団体又は代表者が指定管理者として行う業務に関連する法規に違反す  

るとして関係機関に認定された日から２年を経過しないもの。 

(7) 団体又は代表者が指定暴力団の構成員でないことの他契約の相手方と 

してふさわしくないもの。  

 

８ 募集要項配布等 

  周知の方法：ホームページでの公開 

募集要項配布期間：令和 7 年６月５日(木)から７月 31 日(木)まで 

（※応募に必要な様式等は浦添市ホームページよりダウンロードすること。） 

 

９ 施設見学会及び説明会 

各施設において見学会及び説明会を開催します。参加する場合は、公募

説明会参加申込書に必要事項を記入の上、電子メールにてお申し込みくだ

さい。 

説明会申込期限：令和７年６月 11 日（水）17：15 まで 

※応募予定者は必ず施設見学会及び説明会に参加すること 

 

開  催  日  時：令和７年６月 16 日（月）から 18 日（水） 

浦添放課後児童健全育成施設①  ６月 16 日（月）10 時～  

浦添放課後児童健全育成施設②  
６月 16 日（月）10 時 45 分～ 

浦添放課後児童健全育成施設  

（浦添市立うらそえぐすく児童センター２階）      
６月 16 日（月）11 時 45 分～ 

前田放課後児童健全育成施設①   ６月 18 日（水）10 時～  

前田放課後児童健全育成施設②  ６月 18 日（水）10 時 45 分 

浦城放課後児童健全育成施設 ６月 17 日（火）10 時～ 

浦城放課後児童健全育成施設  

（浦添市立浦城っ子児童センター２階）  
６月 17 日（火）10 時 45 分～ 
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10 質疑及び回答 

この要項に関する質疑及び回答は、次のとおり行います。  

(１) 質疑の方法等（※電話での質問受付はしません。） 

質疑の方法 
 

提出日時及び場所 

 

質疑の要旨を簡潔にまとめ、質問

書を電子メールで送信してくださ

い。 

 

①  受付期間 

６月 19 日(木)～６月 27 日(金) 

 

浦添市こども未来部 こども政策課わんぱく係   

電子メールアドレス  wanpaku@city.urasoe.lg.jp 

 

(２) 回答 

７月４日（金）までに質疑回答書を質疑者全員に電子メール又は浦添 

市ホームページで回答します（電子メールの場合は、着信確認の返信をす

ること。）。質疑回答書は、この要項と一体のものとして、要項と同等の効

力を有するものとします。ただし、やむを得ない事情により回答の送信が

遅れる場合は、質疑者全員に別途連絡します。また、内容がプロポーザル

等に影響ないと判断される場合又は、無用な混乱を招くことが危惧される

場合等について質問に回答しないことがあります。  

 

11 応募の手続 

(1) 応募方法 

①  提出期間  

令和７年７月７日（月）から７月 31 日（木）まで 

＊受付時間は午前 8 時半から午後５時 

（土・日・祝日、昼 12 時から 13 時の間を除く） 

②  提出方法 

担当窓口でのみ受け付けます。郵送による提出はできませんので御注 

   意ください。 

③  注意事項 

登記簿謄本、納税証明書等は、提出日から３か月以内に発行されたも 

   のに限ります。又、貸借対照表、収支決算書等は、令和５年度・６年度

mailto:wanpaku@city.urasoe.lg.jp
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分を提出してください。なお、提出書類に不備がないよう御注意ください。 

 

(2) 提出書類 

様式 1～９までを順番に並べてインデックス(見出し)を付けること。 

①  指定管理者指定申請書（様式１） 

②  事業者概要書（様式２） 

③  運営状況（様式３） 

④  職員の状況（様式４） 

⑤  企画提案書（様式５） 

⑥  年間事業計画（様式６） 

⑦  管理運営費提案書（様式７） 

⑧  収支計算書（様式８） 

⑨  誓約書（様式９） 

※②については様式以外に下記の（ア）から（ウ）を添付すること。 

(ア)登記簿謄本、定款、寄付行為、団体規則その他これらに類する書類 

(イ)貸借対照表及び損益計算書（販売費及び一般管理費の明細がある 

もの）又は収支予算書及び収支決算書（令和５年度・６年度分） 

(ウ)国税（(税目は、法人税と消費税)、県税、市税の納税証明書（滞納

の無い証明書・３か月以内に発行のもの） 

 

(3) 提出部数 

原本を１部、コピーを６部提出 

※該当書類一式をＡ４判左２点穴あけ綴りとして提出してください。 

なお､提出書類は返却しません。 

 

12 指定候補者の選定等  

(1) 指定候補者の選定方法  

プロポーザル方式を採用し、書類審査及びプレゼンテーション、ヒアリ 

ング審査により、指定管理者候補者を１団体選定します。選定については 

選定委員会を設置し選考します。 

申請書類等の提出後に、申請者に対してプレゼンテーション及びヒアリ 

ングの日程を事前に通知します。 
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(2) 選定基準 

①  選定は別紙の評価表により行い、各審査員の合計点の７割を基準点とし、 

基準点以上の得点を選定の条件とします。 

②  各審査員の合計点が１番高い応募団体を指定管理候補者に選定します。 

③  応募者が 1 者の場合でも選定を行います。 

④  応募がなかった場合若しくは基準点に満たない場合は、再度募集を行う

か、又は直営で管理運営を行うことを予定しています。 

 

(3) 審査結果 

指定候補者の選定は、９月中旬の予定です。審査結果については、申 

請者全員に文書で通知します。また、審査に関する質問や異議申し立 

ては受け付けません。 

 

(4) 市議会の議決 

指定候補者の選定後、地方自治法の規定に基づき、浦添市議会に指定 

候補者を指定管理者とする議案を付議し、議決を受けることとなります。 

ただし、市議会の議決を経るまでの間に指定候補者を指定管理者に指定

することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは、指定管理者

に指定しないことがあります。なお、市議会の議決が得られなかった場

合においては、指定候補者が本公募及び運営準備等に関して負担した費

用等については、一切補償しませんので御了承ください。 

 

13 その他注意事項 

(1) 関係法令の遵守  

申請書類の作成にあたっては、関係法令を遵守してください。 

 

(2) 追加書類の提出  

浦添市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める場合があります。  

 

(3) 著作権の帰属等 

申請書類の著作権は申請者に帰属します。ただし、浦添市は指定候補 

   者の選定の公表等必要な場合には、申請書類の内容を無償で使用できる 

   ものとします。 
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(4) 費用の負担 

申請に関する費用は、すべて申請者の負担とします。  

 

(5) 資料の取扱い  

浦添市が提供する資料は、申請にかかわる検討以外の目的で使用する 

ことを禁じます。また、この検討の目的の範囲内であっても、浦添市の 

了承を得ることなく第三者に対して、これを使用させたり、又は内容を 

提示することを禁じます。  

 

（6）情報公開の取り扱い 

   指定管理者候補者が提出した申請書等は市が所有した保有した時点 

 で情報公開の対象になります。ただし、私的財産等に係る箇所につい 

ては非公開とします。 

 

（7）留意事項  

申請者が、指定候補者の選定に関して選定委員会の委員と接触するこ 

   とを禁じます。接触の事実が認められた場合には失格となることがあり 

   ます。 

        申請書類の提出後、辞退を申し出る場合は、辞退届を提出してくださ

い。 

 

14 基本的事項の遵守  

指定候補者が、この要項に定める基本的な事項に反した場合は、指定 

  管理者に指定しないことがあります。 

  

15 担当課 

①  郵便番号 901－2501 

②  住  所 沖縄県浦添市安波茶一丁目１番１号 

③  担 当 課 浦添市こども未来部こども政策課わんぱく係 

④  電  話 098-876-1282 

⑤  Ｅメール wanpaku@city.urasoe.lg.jp 

 

http://g2web.city.urasoe.lg.jp/cgi-bin/cbgrn/grn.exe/mail/send?to=kiyoaki1385%40city.urasoe.lg.jp
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16 選定スケジュ－ル 

 

令和７年６月５日(木)～ ７月 31 日(木) 募集に関する広告及び配布  

↓       

６月 16 日(月)～６月 18 日(水） 指定管理に関する現場説明会 

↓       

６月 19 日(木)～６月 27 日(金) 質問の受付期間 

↓       

順次回答～７月４日(水)まで 質問の回答 

                         ↓ 

７月７日(月) ～７月 31 日(木) 申請書類の受付期間 

↓       

８月中旬 申請書類審査 

↓       

９月上旬 

 
プレゼン及びヒアリング 

↓       

９月中旬 指定候補者の選定  

 

 


